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交知健康センターでは、人間らしく

生き人間らしく働くための労働条件

改善や、労働時間短縮の要求実現の

ためにともにとつくんでいるところで

す。

大企業の職場をはじめ中小企業の

職場では、、長時間 ・過密労働による

過労で健康を害したり、倒れられたり

とくなられる仲間が増えております。

職場から過労死をなくし、健康を

守るためには、安全衛生法に基づく、

安全衛生活動や健康管理が確実に実施

されることが欠かすことのできない

ことです。

第6回 理事会では、 『安全衛生実施

調査』を行ない、安全衛生活動の強化

と啓安をはかることにしました。

な盟労働組合と友好関係労働組合の

御協力を,と、からお願いいたします。

「i周査用紙」を5月 中旬に各労働

組合に御送付しますので安全衛生担当

役真の方には、ヨこ布 ・回収に御協力を

お1頼いいたします。

(事務局)

交知県職員組合

職員の健康相談・保健指導を実施
組合機関紙で 「お知らせ」

覧知県職では、 「医師による健康相

談」 「精神科医による心の健康相談」

「保健婦による保健指導」 「職場巡回

保健指導」を機関紙で紹介し、組合員

に利用をよびかけています。

1993年  5月 15日

愛知働くもののいのちと健康を守るセンター

名古屋市中区平本田二丁目2番 3号

高齢者労働会館5 F ttL.F獣 052-322-0406

編集発行責任者 中 原 東 四良L
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匿認 健康相絞のおしらせ
一般疾病の予防、治療対策及び検診結果に基づ く事後

管理学働豪生活全般について、医師又は保健婦が個別指

導を行います。

また、心の健康問題について専門家による相談 も行 っ

てお り必要により医療機関、検空機関を紹介します。

なお、保健指導は、循環器系検診の未受診者及びD

l・ Clの 者に対 して指名指導 も行っています。

1 職 員健康相級 (医師による健康相談)

2 心 の色康tBE(精 神科医等による)

場  所  職 貝相談室(中小企業センター 4階 )

1二言舌  052-581-8912                        ‐

開室時間 月 3回(第1火昭日・第2火曜日・第3火曜日)

参加方法 希 望者は、相談室へ直接申し込んでください。

そ の 他 相 談内容等は秘密を固く守ります。

3 職 員健康管理相談室 (保健婦による保健指導)

場  所  本 庁 3階 東側職貝謀内

電話 052-961-2111(内線2109)

開室時間 月 ～金曜日(木曜日は休室)

午前10時～午後 4時

参加方法 希 望者は、通立保鶴婦に申し出てください。

指導内容 成 人病疾患関係  胸 部疾患関係
母キ保健関係   そ  の  他

指 導 員 職 貝謀保鶴婦

4 そ の他、職均巡回保健指導も行つています。

お問い合わせは、駐員謀安全行生担当(県庁内線2109)まで

相 談 日 相技医 時  間 場 所 1  参 加方法

4月 9日 0 院 長 午後 2時

午後 4時

減暑露院1貧啓:密魯3と4月 16日0 院 長

4月 23日0 院 長



『″じヽ 逆垂扉技堪勢子旨金―卜』

(ヽ0,39か らつづく)

◆ 作 業台、机、椅子等の高さは、

作業内容 と身体特性にあわせて

調整可能なものであること。

3)作 業に従事することによる労働者

の疲労を回復するための施設 ・設備

の設置 ・整備

0「 疲労やス トレスを効果的に癒す

ことができるように、臥床できる

設備を備えた休憩室等を確保する

こと」について

◆ 「休憩室等」の 「等」は、休憩

できる施設 。設備の整備された

場所が含まれること。

◆ 職 場における疲労やス トレスの

要因となるものには、作業環境、

作業方法のほか、職場における

人間関係、職場組織等種々の要因

がある。

また、作業の態様に応じ、労働

者の受ける疲労やス トレスの形態

には、局所疲労、全身疲労 等 の

差具がみられる。

このため休憩室はt作 業の態様

に応じた疲労やス トレスを効果的

に癒すことができるように整備

されていること。

例えば、高温作業等に従事する

労働者については、空調設備や

冷水機等の設備を設けること。

長時間の立ち作業に従事する

労働 者については、臥床又 は

ゅったり座ることのできる情子等

の設晴を設けること。    ノ

/  騒 き作業に従事する労働者に

ついては静かな休憩室を設ける卒

の配慮がなされていること.

◆ 休 憩室は、休憩する労働者数に

応じた広さであること。

清潔であること等について配慮

することが必要である。

また、休憩室内の色彩に配慮

するとともに、必要に応じ音楽を

流したり、観葉植物を配置する等

の配慮をすること。

②  「 多量の発汗や身体の汚れを

伴う作業がある場合は、シャワー

室等の洗身施設を整備する と

ともに、常時これを清潔にし、

使 いやす くしておくこと」に

ついて

◆  「 シャワー室等」の 「等」には

風呂が含まれること。

◆ 炉 前作業等高温な場所での

作業、多湿な場所での作業、夏期

の屋外作業、身体の汚れを1L`う

作業等がある場合について 、

シャワー室等の設備が必要であ?

当該シャワー室等は、常に清潔に

保たれ、温水も利用できるように

すること。

③  「職場における疲労やストレス

年に関し、相談に応ずることが

できるよう相談室等を確保する

こと」について

(つづきをヽ○.41に 掲載)



郵政産業労働組合

,1人間的な「新夜勤」は廃止せよ|
31/21から実施の新交誉制勤務

深夜交替制で働 く郵政職場で3′/‐21

から 「新夜勤」が実施されました。

「頭はもうろう、身体は疲れ切つて

いる。やはり地獄の勤務だつた」

「2時 間の勤務中断時間では寝られる

ものじゃない」…・・・・・・・・・・・・・

これが 「新夜勤」を実際に体験した

労働者の感想です。

人間らしく働くために、 「新夜勤」

の見直しでなく 「廃止」こそが強く求

められています。

査 =も 翌 翌 わ
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|こ 詐 頭=ミ

「勤務中断時間」とは一
体なんで

しょうか。

当局は、 「勤務外で全く自由時間」

といいながら 「職場から出て寝室に

行け」 「酒は禁止」 「外出は許可を

取れ」と拘束しています。

また、 「新夜勤」実施にともなう

早出の繰 り上げで、出勤が不可能な

労働者に 「局に前泊しろ」と強要する

事態もおきています。

全近と全郵政本部が郵政省と合意し

ている 「3ヶ 月後の見直し」は、ワク

ぐみのなかで若子の手直しをして 「定

着」させるのがねらいです。

全労連 (金田労働組合総連合)

過労死・労災・職業病をなくそう
!/31、 「対策委員会」が発足

過労死 ・労災 ・職業病のない職場を

と全労連 (大江洸議長 ),ま 3/81、

「いのちと健康を守る」対策委員会を

発足させました。

過労死根絶や労災認定基準の改善ハ、

全lq各地でとつくまれている運動の

成果をふまえ、いのちと健康をまもる

労働者 ・国民の壮大な共同のたたかい

を正望する目的で設置したものです。

対策委員会は、全労連幹事会のもと

で情報収集や調査、方針提起をおこな

う補助機関です。

第 1回対策委員会では、当面のとり

くみとして

① 全 労運が主催、純中立労組恐、

労働総研、全日本民医連、全国

労災職業病実行委員会、じん肺

弁護団が協賛し 「いのちと健康を

守る学習交流集会」を6月 に開く

② 加 盟組織の過労死 。労災 ・職業

病のとりくみ状況を調査する

③ 関 係団体との懇談、共同行動を

追求する   以 上の方針を確認

しました。

全労連ではこれまでも、学者 。研究

者や医師 ・医療機関、弁護士、被災者

・患者団体などと恐談、交流してきま

した。

役員体制は次の通 りです。

委員長=江 尻尚子 (医労連)

酌1委員長=車 島千ビ辛 ・栗山嘉明

事々早矛吊準界覆」記事ょり抜砕)

◆ 日|

◆場
|

十
　
一４
神
」

妊

時

序

◆

◆



:=|ヽ ■■■ⅢⅢ ■t【■ⅢⅢ ,●(マi■4■ ,(tネ_ⅢJ■■ヽ _二        ～ ～ ～ ～ ～ ― ― ～ ～ ～ ― ハゥ

: ま さ矢口 を)―t士 :   多 F521野 J い σDち と 健 涯驚ノギ■を
●こエ キエtヽt■:it【ユit 子ヽたtくチⅢメ(1責Ic本事【[■ヽ 、コ

~          ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ～ ～ ～ ― ～ ～ ～ ～ ～ ― ― ―

「第2期  い のちと健康大学」を次の日程で開催しています。労働組合 ・民主団体の
組合員 。会員のみなさん !誘いあってご聴講をお願いします。

第 1回 2月 23日

(火)

からだ (身体)

山田 信 也

のしくみとはたらき

(名古屋大学医学部教授)

第 2回 3月 11日

(本)

労働基準法 ・労働安全衛生法の職場での活用の仕方
伊藤 欽 次  (隻 知労働問題研究所事務局長)

第 3回 3月 23日

(火)

長時間労働と過労死をなくすために

佐々木 昭 三 (あいち職場の健康問題研究会事務局長)

第 4回 4月 8日

(火)

人間らしい生活と自由時間の拡大

長谷部 美 智子  (愛 労連婦人協)

第5回 日

‐

２０
火

月

‐

４

夜勤 ・交替制労働と私たちの健康
小野 雄 一郎 (名古屋大学医学部衛生学教室)

第 6回 5月 11日

(火)

職場の労働安全衛生活動のすすめ方

吉川 正 春 (名古屋水道労働組合冨1委員長)

第 7回 日

‐

２５

火

月

＜

私たちの労働 ・生活と成人病

内山 集 二 (愛知県保険医協会)

第 8回 6月 8日

(火)

人間らしく働くために一 「快適職場ざして」
宮尾 克  (名 古屋大学医学部公衆衛生学教室)

第 9回 日

ナ

２２

火

月

＜

私たちの権斥」と社会保障

加藤 孝 夫  じ 詠日社会保障協議会事務局長)

第10回 7月 6日

(火)

いのちと健康を守るとつくみの歴史と視点

山田 信 也  (名 古屋大学医学部教授)

◆時間 :いづれも午後6:30より8:30まで S S◆ 参加費 :全日程 10.000円
◆場所 :高齢者労働会館2F会 議室   S ;   (未 加盟 11.000円)

(都合により変更することがあります)S ;     選 択 1回 1.500円

◆定員 :50名             S ;   (未 加盟  1.800円 )
◆申込み :愛知健康センター砥L322-0406 S S ※  参 加費は、当日受付でお受け

所属と氏名を事務局'、`連絡して下さい。 S S   し ます。


